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【出願番号】特願2018-155095(P2018-155095)
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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月21日(2019.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　電気部品を制御するための制御手段と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号を出力する出力手段と、を備え、
　前記出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定
態様により波形が立ち上がる第１出力状態と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様に
より波形が立ち上がる第２出力状態とのいずれかの出力状態に設定可能であり、
　当該出力手段と同一基板内に前記他の出力手段が設けられており、
　前記出力手段は、前記第２出力状態に設定されており、
　前記出力手段は、制御信号を入力してから所定期間経過後に特定信号の出力を停止する
停止機能を有し、該停止機能を有効または無効に設定可能であり、
　制御信号を継続して出力するための制御信号継続手段をさらに備える
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　電気部品を制御するための制御手段と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号を出力する出力手段と、を備え、
　前記出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定
態様により波形が立ち上がる第１出力状態と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様に
より波形が立ち上がる第２出力状態とのいずれかの出力状態に設定可能であり、
　当該出力手段が設けられている基板と配線部材を介して接続された他の基板に前記他の
出力手段が設けられており、
　前記出力手段は、前記第１出力状態に設定されており、
　前記出力手段は、制御信号を入力してから所定期間経過後に特定信号の出力を停止する
停止機能を有し、該停止機能を有効または無効に設定可能であり、
　制御信号を継続して出力するための制御信号継続手段をさらに備える
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　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　従来より、遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し
、遊技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定の入賞価
値を遊技者に与えるように構成されたものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動
」ともいう。）可能な可変表示手段が設けられ、可変表示手段において識別情報の可変表
示の表示結果が特定表示結果となった場合に、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構
成されたものがある（いわゆるパチンコ機）。また、所定の遊技媒体を１ゲームに対して
所定数の賭数を設定した後、遊技者がスタートレバーを操作することにより可変表示装置
による識別情報の可変表示を開始し、遊技者が各可変表示装置に対応して設けられた停止
ボタンを操作することにより、その操作タイミングから予め定められた最大遅延時間の範
囲内で識別情報の可変表示を停止し、全ての可変表示装置の可変表示を停止したときに導
出された表示結果に従って入賞が発生し、入賞に応じて予め定められた所定の遊技媒体が
払い出され、特定入賞が発生した場合に、遊技状態を所定の遊技価値を遊技者に与える状
態にするように構成されたものがある（いわゆるスロット機）。なお、入賞価値とは、入
賞領域への遊技球の入賞に応じて賞球を払い出したり得点や景品を付与したりすることで
ある。また、遊技価値とは、特定表示結果となった場合に遊技機の遊技領域に設けられた
可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊
技者にとって有利な状態になるための権利を発生させたりすることや、賞球払出の条件が
成立しやすくなる状態になることである。
　パチンコ遊技機では、始動入賞口に遊技球が入賞したことにもとづいて可変表示手段に
おいて開始される特別図柄（識別情報）の可変表示の表示結果として、あらかじめ定めら
れた特定の表示態様が導出表示された場合に、「大当り（有利状態）」が発生する。なお
、導出表示とは、図柄を停止表示させることである。大当りが発生すると、例えば、大入
賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当り遊技状態に移行する。そして、各開放
期間において、所定個（例えば１０個）の大入賞口への入賞があると大入賞口は閉成する
。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば１６ラウンド）に固定されている。
なお、各開放について開放時間（例えば２９秒）が決められ、入賞数が所定個に達しなく
ても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。以下、各々の大入賞口の開放期間を「ラ
ウンド」ということがある。
　そのような遊技機において、基板からの電波放射を抑制するために信号の波形が緩やか
に立ち上がるように構成したものがある。例えば、信号処理部（出力手段）が、矩形波の
波形よりも緩やかに信号が立ち上がる波形になるように矩形波を変形させて出力すること
により、電波障害などの発生を抑制できる遊技機が知られている（特許文献１参照）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１１７５０５号公報
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００４】
　このような遊技機によれば、出力手段が出力する信号の波形が緩やかに立ち上がるよう
にすることによって電波放射を抑制することができる。しかし、一律に制御信号の波形が
緩やかに立ち上がるようにしたのでは、出力手段が設けられている基板外部からのノイズ
に対する耐性が不十分であり、誤動作防止のための制御信号のノイズ耐性を十分に高める
ことはできないおそれがある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　この発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、誤動作防止のための制御信号の
ノイズ耐性を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
（手段Ａ）手段Ａの遊技機は、
　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　電気部品を制御するための制御手段と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号を出力する出力手段と、を備え、
　前記出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定
態様により波形が立ち上がる第１出力状態と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様に
より波形が立ち上がる第２出力状態とのいずれかの出力状態に設定可能であり、
　当該出力手段と同一基板内に前記他の出力手段が設けられており、
　前記出力手段は、前記第２出力状態に設定されており、
　前記出力手段は、制御信号を入力してから所定期間経過後に特定信号の出力を停止する
停止機能を有し、該停止機能を有効または無効に設定可能であり、
　制御信号を継続して出力するための制御信号継続手段をさらに備える
　ことを特徴とする。
（手段Ｂ）手段Ｂの遊技機は、
　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　電気部品を制御するための制御手段と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号を出力する出力手段と、を備え、
　前記出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定
態様により波形が立ち上がる第１出力状態と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様に
より波形が立ち上がる第２出力状態とのいずれかの出力状態に設定可能であり、
　当該出力手段が設けられている基板と配線部材を介して接続された他の基板に前記他の
出力手段が設けられており、
　前記出力手段は、前記第１出力状態に設定されており、
　前記出力手段は、制御信号を入力してから所定期間経過後に特定信号の出力を停止する
停止機能を有し、該停止機能を有効または無効に設定可能であり、
　制御信号を継続して出力するための制御信号継続手段をさらに備える
　ことを特徴とする。
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　また、従来の遊技機として、特開２０１４－７９５２４号公報で示されているような、
保留変化を行なうことを示唆する示唆画像としてのキャラクタが複数回の変動表示に亘っ
て表示された後に、保留表示に作用する作用演出を実行することにより保留表示の表示態
様を変化させるものがある。このような遊技機では、保留変化を行なう示唆画像としての
キャラクタ自体は変化しないため、面白みに欠けることがある。ゆえに、このような遊技
機では、作用演出を実行する前の過程について、遊技の興趣を向上させることが求められ
ている。
（手段１）手段１の遊技機は、
　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態等）に制御可能な
遊技機（パチンコ遊技機１、パチンコ遊技機９０１等）であって、
　変動表示についての特定表示（保留表示、アクティブ表示等）を表示可能な特定表示手
段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図１０のＳ７０７の処理等）と、
　前記特定表示の表示態様の変化に関わる示唆画像（第１キャラクタ画像９１，第２キャ
ラクタ画像９２等）を当該特定表示の表示領域（図１２の合算保留記憶表示部１８ｃ等）
とは異なる領域（図１２に示す演出表示装置９の右下の領域等）に表示可能な示唆画像表
示手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００等）と、
　前記示唆画像を前記特定表示に作用させることにより前記特定表示の表示態様を変化さ
せる作用演出（図１２（ｃ），（ｅ），（ｇ）に示すように、矢印を保留表示に刺す演出
等）を実行可能な作用演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００等）と、
　電気部品（例えば、発光体ユニット９０７１～９０７４を構成する複数の発光体や天枠
ＬＥＤ９０９ａ、左枠ＬＥＤ９０９ｂ、右枠ＬＥＤ９０９ｃ、可動部材９０５１～９０５
４を動作させるための動作用モータ９０６０Ａ～９０６０Ｃ）を制御するための制御手段
（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ９０１２０）と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号（例えば、各ドライブ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信
号）を出力する出力手段（例えば、発光体ドライバ９０４１１、モータ駆動ドライバ９０
４１２、発光体ドライバ９０４１３ａ～９０４１３ｃ）とを備え、
　前記出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定
態様により波形が立ち上がる第１出力状態（例えば、通常のスルーレートの出力状態（図
３２（１）参照））と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様により波形が立ち上がる
第２出力状態（例えば、低スルーレートの出力状態（図３２（２）参照））とのいずれか
の出力状態に設定可能であり（例えば、Ｓ端子をＬ（ロー）に設定すれば通常のスルーレ
ートの出力に設定され、Ｓ端子をＨ（ハイ）に設定すれば低スルーレートの出力に設定さ
れる（図３１参照））、
　当該出力手段と同一基板内に他の出力手段が設けられており（例えば、図２５に示すよ
うに、発光体制御基板９０１６Ｃ上に複数の発光体ドライバが搭載されており、制御信号
が同じ発光体制御基板９０１６Ｃ上の発光体ドライバ間で順次伝送される）、
　前記出力手段は、前記第２出力状態に設定されており（例えば、図３５に示すように、
発光体制御基板９０１６Ｃ上に搭載された発光体ドライバ９０４１１ではＳ端子がＨ（ハ
イ）に設定され低スルーレートの出力状態に設定されている）、
　前記示唆画像表示手段は、前記示唆画像を表示してから前記作用演出が実行されるまで
の期間において、前記示唆画像の表示態様を変更可能である（図１２（ｆ），（ｇ）に示
すように、作用演出が実行されるまでに第１キャラクタ画像９１を表示してから第２キャ
ラクタ画像９２にキャラクタ画像の表示態様を変更可能等）ことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
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（手段２）手段２の遊技機は、
　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態等）に制御可能な
遊技機（パチンコ遊技機１、パチンコ遊技機９０１等）であって、
　変動表示についての特定表示（保留表示、アクティブ表示等）を表示可能な特定表示手
段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図１０のＳ７０７の処理等）と、
　前記特定表示の表示態様の変化に関わる示唆画像（第１キャラクタ画像９１，第２キャ
ラクタ画像９２等）を当該特定表示の表示領域（図１２の合算保留記憶表示部１８ｃ等）
とは異なる領域（図１２に示す演出表示装置９の右下の領域等）に表示可能な示唆画像表
示手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００等）と、
　前記示唆画像を前記特定表示に作用させることにより前記特定表示の表示態様を変化さ
せる作用演出（図１２（ｃ），（ｅ），（ｇ）に示すように、矢印を保留表示に刺す演出
等）を実行可能な作用演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００等）と、
　電気部品（例えば、発光体ユニット９０７１～９０７４を構成する複数の発光体や天枠
ＬＥＤ９０９ａ、左枠ＬＥＤ９０９ｂ、右枠ＬＥＤ９０９ｃ、可動部材９０５１～９０５
４を動作させるための動作用モータ９０６０Ａ～９０６０Ｃ）を制御するための制御手段
（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ９０１２０）と、
　前記制御手段からのシリアル通信方式による制御信号に応じて、電気部品を駆動させる
ための特定信号（例えば、各ドライブ出力端子Ｑ０～Ｑ２３，Ｑ０～Ｑ１１からの出力信
号）を出力する出力手段（例えば、発光体ドライバ９０４１１、モータ駆動ドライバ９０
４１２、発光体ドライバ９０４１３ａ～９０４１３ｃ）とを備え、
　前記出力手段は、入力した制御信号を他の出力手段に出力するときの出力状態を、所定
態様により波形が立ち上がる第１出力状態（例えば、通常のスルーレートの出力状態（図
３２（１）参照））と、該第１出力状態よりも緩やかな変化態様により波形が立ち上がる
第２出力状態（例えば、低スルーレートの出力状態（図３２（２）参照））とのいずれか
の出力状態に設定可能であり（例えば、Ｓ端子をＬ（ロー）に設定すれば通常のスルーレ
ートの出力に設定され、Ｓ端子をＨ（ハイ）に設定すれば低スルーレートの出力に設定さ
れる（図３１参照））、
　当該出力手段が設けられている基板と配線部材（例えば、フレキシブルケーブル、ワイ
ヤハーネス）を介して接続された他の基板に他の出力手段が設けられており（例えば、図
２９（２）に示すように、発光体ドライバ９０４１３ａ～９０４１３ｃはそれぞれ異なる
発光体制御基板９０１６Ｄ～９０１６Ｆ上に搭載されており、制御信号が異なる発光体制
御基板９０１６Ｄ～９０１６Ｆに搭載された発光体ドライバ９０４１３ａ～９０４１３ｃ
間で順次伝送される）、
　前記出力手段は、前記第１出力状態に設定されており（例えば、図３７に示すように、
発光体制御基板９０１６Ｄ～９０１６Ｆ上に搭載された発光体ドライバ９０４１３ａ～９
０４１３ｃではＳ端子がＬ（ロー）に設定され通常のスルーレートの出力状態に設定され
ている）、
　前記示唆画像表示手段は、前記示唆画像を表示してから前記作用演出が実行されるまで
の期間において、前記示唆画像の表示態様を変更可能である（図１２（ｆ），（ｇ）に示
すように、作用演出が実行されるまでに第１キャラクタ画像９１を表示してから第２キャ
ラクタ画像９２にキャラクタ画像の表示態様を変更可能等）ことを特徴とする。


	header
	written-amendment

